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はじめに 

 

犯罪被害に遭われた方やその御家族が，平穏な生活を営むことができるようになるために

は，被害直後から中長期にわたって，必要な時期に適切な支援が途切れることなく提供され

る必要があります。 

こうした支援を実現するためには，各機関は，自らの支援を適切に提供するとともに，必

要に応じて，他の機関とスムーズに連携を図ることが重要です。 

 また，犯罪被害者等が知りたい情報を入手しやすい環境整備も重要です。 

このため，県では，広島県内を中心とした関係機関・団体が行っている様々な支援の具体

的な内容，連絡先等の情報，支援の留意点などを「犯罪被害者等支援ハンドブック」として

まとめました。 

 支援に携わる皆さんのほか，被害に遭われた方，身近な人が被害に遭われた方など，役立

てていただければ幸いです。 

 
 

 ＜広島県犯罪被害者等支援条例～支援の基本理念（第３条）～＞ 

〇犯罪被害者等支援は，犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ，その尊厳にふさわしい対応

を保障されることを旨として推進するものとする。 

〇犯罪被害者等支援は，犯罪等により受けた被害又は二次被害の状況及び原因並びに犯罪被害者等が

置かれている状況その他の事情に応じ，適切に行うとともに，二次被害が生じることのないよう十

分配慮して行うものとする。 

〇犯罪被害者等支援は，犯罪被害者等が，平穏な生活を営むことができるよう，必要な支援が途切れる

ことなく提供されることを旨として行うものとする。 

〇犯罪被害者等支援は，国，県，市町，民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係する者による相

互の連携及び協力の下で推進するものとする。 
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【ハンドブック活用にあたって】 
本文に，以下の記号等を使用していますので，ご留意ください。 

○ 「Ⅱ 支援に携わる際の留意事項」中「Ⅲ 被害類型別対応とニーズ別対応」（P21～55） 

  ・ ★＝対象要件がある支援等 

○ 「Ⅳ 各機関・団体における支援業務」（P56～141） 

・ 網掛けがしてある支援・制度は，犯罪被害者等に特化した支援・制度 

・ （対象要件等）の記載がないものは，犯罪被害者等全ての方が対象 

 

【活用のポイント】 

○ 総合的な相談窓口について知りたい ⇒ P142（県内の主な総合相談窓口一覧）へ 

○ 関係機関・団体の具体的な名称や支援内容・連絡先を知りたい ⇒ P56～P141 へ 

○ よくある相談内容についてＱ＆Ａで知りたい ⇒ P42（Ⅲ―２ ニーズに応じた対応）へ 

 

※ このハンドブックに掲載されている情報は，令和４年７月１日時点のものですので，その後の 

組織・制度改正などによって変更になっている場合があります。 


